
当金庫の普通預金キャッシュカードによる 
ＡＴＭ振込限度額引下げのお知らせ 
（振り込め詐欺の被害からお守りするために） 

 

 

当金庫では，振り込め詐欺被害からお客様の大切なご預金をお守りするために、このたびキ

ャッシュカードによるＡＴＭ振込の 1 日の限度額を引下げすることになりました。 

ご利用のお客様には、大変ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、趣旨をご理解いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．対象 

  「個人」の普通預金のキャッシュカードのお客様を対象とさせていただきます。 

  「法人」・「個人事業主」のお客様のキャッシュカード（当座預金・普通預金）は引下げ対

象外とさせていただきます。 

 

２．当金庫の普通預金キャッシュカードによる 1 日あたりのＡＴＭ振込限度額 

  変更前   1 日 500 万円（1 回 300 万円、1 日 500 万円） 

  変更後   1 日 100 万円（1 回 100 万円、1 日 100 万円） 

３．改訂日 

  平成 23 年 9 月 1 日（木）より 

 

【お願い】 

  ○1 日の振込限度額を 100 万円以上にご希望されるお客様には、誠にお手数ですが、窓口

にて変更のお手続きを承りますので、お申し付けくださるようお願いいたします。 

   但し、その場合も 1 日 500 万円がお振込の上限となります。 

  ○既にお振込限度額を個別に設定されているお客様は変更ございません。 
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